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横山公園 施設の概要 

 

１ 施設名 

  横山公園 

 
２ 所在地 

  相模原市中央区横山５丁目１１番 

 
３ 施設内容 

（１）公園種別等 

  ア 公園の種別 運動公園 
  イ 管理面積  １３.５ha 
  ウ 開設年   昭和４５年 
 
（２）全体の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施設名称 施設種類 

園路及び広場 園路及び広場全般 

修景施設 植栽 

休養施設 ベンチ・東屋・野外卓 

遊戯施設 ブランコ・複合遊具・バネ遊具・バスケットゴール 

運動施設 野球場・テニス場・人工芝グラウンド（全て有料公園施設） 

便益施設 便所・水飲場・時計台・手洗場・駐車場・駐輪場 

管理施設 
管理事務所・照明施設・門・柵・車止め・案内板・制札板・ 

園名石・給排水設備・警報設備・放送設備・分電盤・器具庫 

教養施設 記念碑 

※ 詳細は、別紙「平面図」を参照。 

※ 総合水泳場（さがみはらグリーンプール）を除く。 
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（３）運動施設・駐車場について 
  ア 運動施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
イ 駐車場 

 

 

 

 

 

 テニス場 野球場 人工芝グラウンド 

規模・内容 

9,100㎡（12面） 
クレーコート、 
管理棟、観客席、 
夜間照明施設 

14,000㎡（１面） 
両翼 91ｍ、センター 
115ｍ、外野部のみ芝、
本部棟、観客席、スコア

ボード、夜間照明施設 

13,800㎡（1面） 
ロングパイル人工芝

（パイル長 65mm・
充填材 40mm） 
ベンチ 120席、 
LED夜間照明施設 

主な種目 テニス 
硬式野球（練習のみ） 

軟式野球 

サッカー、ラグビー、

アメフト、その他 

ニュースポーツ等 

申請等の方法 

一般利用：原則として「相模原市公共施設予約

システム（Ｓネット）」による申請

受付 

施設窓口での 

申請受付のみ 
※半面利用も可 

専用利用：施設窓口等での申請受付 

 

 

規模・内容 

【第１、第３及び第４駐車場】 

※ ３０２台分の駐車スペース（内身体障害者用７台分） 
※ 第２駐車場については、総合水泳場の指定管理者が管理。 
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４ 公園施設のうち供用期間等を設けるもの(現行) 

※ その他の公園部分については、年間を通して開放。 

※ 指定管理者が必要と認める場合には、休場日や供用時間の変更が可能。ただし、休場日

の変更及び供用時間の短縮の場合には、市の承認が必要。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

供用時間等 休場日等 

都市公園条例 
現行の供用時間・利用単位等 

（R5） 都市公園条例 
現行の休場日等 

（R5） 
管理 

事務所 
規定なし 8時 00分～22時 00分 規定なし 

4月・7月・11月・1
月・3月の第 2月曜日
（祝日の場合は翌日） 

 
年末年始（12月 31日
及び 1月 1日） 

 
（野球場のみ） 

12月 25日～3月 13
日 

テニス場 

 
野球場 

8時 30分 
～ 

21時 30分 

都市公園条例どおり。 

※利用単位は次のとおり。 
8時 30分～10時 30分 

10時 30分～12時 30分 
12時 30分～14時 30分 
14時 30分～16時 30分 
17時 30分～19時 30分 
19時 30分～21時 30分 

年末年始 

（12/29～1/3） 

人工芝 

グラウンド 

8時 30分 
～ 

21時 30分 

「5 利用料金及び使用
料」を参照。 

年末年始 

（12/29～1/3） 

駐車場 規定なし 8時 00分～22時 00分 規定なし 無 休 
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５ 利用料金及び使用料 

（１）利用料金 

ア 運動施設 

施設

の種

類 

区

分 

都市公園条例の規定 現行の利用料金（R5） 

利

用 

単

位 

利用料金 

利用単位 

全面利用の場合 

市民 市民以外 市民 市民以外 

人工

芝 
グラ

ウン

ド 

専

用 
利

用 

1
日 

61,100円 
 

（R6.10 
以降は 

79,400円） 

152,700円 
 

（R6.10 
以降は 

198,500円） 

１日 

（8時 30分～21
時 30分） 

61,100円 152,100円 

8時 30分 
～10 時 30

分 

9,400円 23,400円 

10時 30分 
～12 時 30

分 

9,400円 23,400円 

12時 30分 
～14 時 30

分 

9,400円 23,400円 

14時 30分 
～16 時 30

分 

9,400円 23,400円 

16時 30分 
～18 時 30

分 

9,400円 23,400円 

18時 30分 
～21 時 30

分 

14,100円 35,100円 

※ 半面利用の場合は、当該利用料金の半額で運用している。 

※ 表に定めのない時間の 1時間当たりの利用料金の額は、条例に規定される利用料金の 
１時間相当額の範囲内で指定管理者が市の承認を得て定めた額とする。 

※ 入場料等（営利を目的として徴収する入場料その他これに類する料金をいう。）を徴収 
して専用利用する場合における利用料金の額は、専用利用の承認を受けた利用料金の額に、 
当該利用料金の額と同額又は徴収した入場料の総額に５パーセントを乗じて得た額のい 
ずれか高い額を加算した額とする。 

※ 利用の承認を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る利用料金の

額は、超過した時間１時間(１時間未満の端数は、１時間とする。)につき、条例に規
定している額の１時間相当額を１．２倍した額とする。 
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イ 附属施設 

附属施設の種類 
都市公園条例の規定 現行の利用料金（R5） 

利用単位 金額 利用単位 金額 

人工芝 
グラウンド 

夜間照明施設 30分につき 800円 
1/2 面 400 円 

全面 800 円 

放送設備 
1日 

（8時 30分～21時 30分） 
3,250円 1 時間 250 円 

競技用器具 
1日 1点につき（30点未満） 100円 1 点 100 円 

1日 30点以上 3,000円 30 点以上 3,000 円 

※ 半面利用の場合は、当該利用料金の半額で運用している（夜間照明施設に限る）。 

※ 表に定めのない時間の 1時間当たりの利用料金の額は、条例に規定される利用料金の 
１時間相当額の範囲内で指定管理者が市の承認を得て定めた額とする。 

※ 利用の承認を受けた時間を超過した場合における超過した時間に係る利用料金の

額は、照明施設については超過した時間３０分(３０分未満の端数は、３０分とする。)
につき、この表の条例で規定する額の３０分相当額を１．２倍した額とし、その他

の附属施設については超過した時間１時間(１時間未満の端数は、１時間とする。)
につき、この表の条例で規定する額の１時間相当額を１．２倍した額とする。 

 
（２）使用料 
ア 運動施設 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

施設の

種類 
区分 利用単位 

現在の 
金額 

R6.4 
以降金額 

テニス

場 

一般利用 1回1面（2時間以内） 1,300円 1,300円 

専用利用 
市民 

2時間につき 1面 
1,300円 1,300円 

市民以外 6,500円 6,500円 

野球場 

一般利用 1回（2時間以内） 5,400円 7,000円 

専用 

利用 

入場料等

を徴収し

ない場合 

市民 

2時間につき 

5,400円 7,000円 

市民以外 27,000円 35,000円 

入場料等を徴収す

る場合 
54,000円 70,000円 

※ 専用利用とは、1利用者（団体）が 2時間を超えて利用する場合をいう。 
※ 「入場料等」とは、営利を目的として徴収する入場料その他これに類する料金をいう。 
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イ 附属施設 
 
 
 
 
 

施設の種類 使用単位 金額 

テニス場夜間照明施設 30分につき 1面 200円 

野球場 

夜間照明施設 

全点灯 

30分につき 
4,600円 

1/2点灯 3,300円 
1/3点灯 2,000円 

本部棟 
本部室 

1時間につき 
1,000円 

会議室 500円 
※ 野球場本部室は、放送設備及びスコアボードを含む。 


